
１ .  火 薬 類 【 火 薬 類 取 締 法 ( 昭 和 2 5 年 法 律 第 1 4 9 号 ) 第 2 条 第
1 項 に 規 定 す る 火 薬 類 を い う 】

２ .  1 0 0 グ ラ ム を 超 え る が ん 具 用 煙 火

３ . 揮 発 油 、 灯 油 、 軽 油 、 ア ル コ ー ル 、 二 酸 化 炭 素 そ の 他 の 引 火
性 液 体  【 喫 煙 用 ラ イ タ ー 及 び 懐 炉 に 使 用 し て い る も の を 除 く

４ .  1 0 0 グ ラ ム を 超 え る フ ィ ル ム そ の 他 の セ ル ロ イ ド 類 ( ニ ト ロ
セ ル ロ ー ズ を 主 た る 材 料 と し た 生 地 製 品 、半 製 品 及 び く ず を い う )

５ .  黄 り ん 、 カ ー バ イ ト 、 金 属 ナ ト リ ウ ム そ の 他 の 発 火 性 物 質 及
び マ グ ネ シ ウ ム 粉 、 過 酸 化 水 素 、 過 酸 化 ソ ー ダ の 爆 発 性 物 質

６ .  か 性 ソ ー ダ 、 硝 酸 、 硫 酸 、 塩 酸 そ の 他 の 腐 食 性 物 質

７ .  高 圧 ガ ス  【 高 圧 ガ ス 取 締 法 ( 昭 和 2 6 年 法 律 第 2 0 4 号 ) 第 2
条 に 規 定 す る 高 圧 ガ ス を い う 】

８ .  ク ロ ロ ピ ク リ ン 、メ チ ル ク ロ ラ イ ド 、液 体 青 酸 、ク ロ ロ ホ ル ム 、
ホ ル マ リ ン 、 そ の 他 の 有 毒 ガ ス 及 び 有 毒 ガ ス を 発 生 す る お そ れ の
あ る 物 質

９ . 5 0 0 グ ラ ム を 超 え る マ ッ チ

1 0 .  電 池 ( 乾 電 池 を 除 く )

1 1 .  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 他 の 旅 客 に 危 害 を 及 ぼ す お そ れ
の あ る 品 物

下記の物品等をゴンドラ搬器内に持ち込むことは出来ません
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